
平成２４年６月２８日

道路の海抜情報をお知らせします。
～北陸ブロック道路標識適正化委員会（石川県部会）の開催～

東日本大震災で甚大な被害をもたらした津波被害を踏まえ、津波被害を

軽減するための対策の一つとして、道路施設等に海抜情報を表示し、道路

利用者へ海抜情報をお知らせします。

この度、北陸ブロック道路標識適正化委員会（石川県部会）を開催し、

海抜情報の表示にあたっての実施方針（対象区間、表示間隔、表示板の仕

様等）について検討します。

【北陸ブロック道路標識適正化委員会（石川県部会）とは】

当委員会は、石川県内の国道、県道及び市道の道路標識の設置及び管理等について関係機

関相互の調整をはかり、道路交通の円滑化に資することを目的とするものです。

※会場での撮影（テレビカメラ・スチールカメラ）等は、議事に入ってから

はご遠慮ください。

記者発表資料

扱い 配付を持って解禁発表先 石川県政記者クラブ

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

交通対策課長 村田 藤麿

Ｔｅｌ：０７６－２６４－９９２０

※番号通知設定でお掛けください。

日 時：平成 2４年６月２９日（金）１５：３０ ～

場 所：金沢河川国道事務所 ２Ｆ 会議室

金沢市西念４丁目２３番５号 ℡０７６－２６４－８８００（代表）

出席予定者：金沢河川国道事務所、石川県、中日本高速道路(株)金沢支社



北陸ブロック道路標識適正化委員会 石川県部会

平成24年 6月 29日（金） 15:30～

金沢河川国道事務所 ２F会議室

海抜情報の提供のための実施要領（案）について

会 議 次 第

１．開会挨拶 有野金沢河川国道事務所長

２．出席者紹介

３．北陸ﾌﾞﾛｯｸ道路標識適正化委員会石川県部会 規約について

４．海抜表示の目的・背景 について

５．海抜情報の提供（実施要領（案））について

６．その他、確認事項

（１）各地方公共団体の防災部局との連携について

（２）今後のスケジュール

７．閉会


